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Ｏ
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
四
号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
号
）
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及

び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

（平
成
十
七
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月

．
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
塩
崎
　
恭
久

別
表
の
第
１
章
第
１
節
の
注
４
中

「８
０
オ
」
を

「馬
ｏ
赤
弾
葺
鞘
∈
フ
国
甫
逢
＞
訂
灘
始
蝶
＞
訂
厠
報
哺
脳
筆
ｅ
鞘

辞
Ｎ
昌
辞
∈
肘
回
サ
゛
耐
概
∈
Ａ

Ｐ
，

８
回
Ｎ
磁
ヽ
い
逃
団
戸
母
じ
ヽ
再

　́
Ｐ
口
膏
も
弾
珊
耐
猪
埓
サ
い
博
ｏ
升
」
に
、

「漁
再
泄
蒔
憶
粥
眸
を
け
弾
戒
労
ラ
艤
ゆ
」
を

「フ
斡
蒔
越
瑚
＄
む
け
弾
硲
”

，
筋
ゆ
滓
再
蝶
訃
蒔
講
荘
滞
”
ク
ｅ
訊

濡
”
厠
灘
弾
葦
計
声
犠
＞
辞
心
舗
い
」
に
改
め
る
。

別
表
の
第
ユ
章
第
１
節
の
注
１０
を
同
節
の
注
■
と
し
、
同
節
の
注
９
を
同
節
の
注
１０
と
し
、
同
飾
の
注
８
を
同
節
の

注
９
と
し
、
同
飾
の
注
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

隣
∞
　
詳
誤
£
淋
韻
卜
鋤
ｅ
講
辞
戸
砦
ｓ
離
識
＞
爵
所
踊
藤
圏
ｅ
沸
測
ｅ
Ｍ
菖
弾
ぷ
尋
計
４
搬
蝋
膏
灘
∈
【
臣
部

声
滓
訂
４
掛
栄
ヌ
訂
尻
韓
唸
闇
弾
哺
ｊ
汗
じ
フ
謙
識
＞
訂
尻
踊
藤
選
遊
低
囃
灘
掛
囃
ｅ
爺
訂
膏
】
用
軒
豊
躊

∝
鞘
む
討
舗
ゆ
〔
再
才
料
測
卦
⑤
離
辞
＞
潔
厠
滉
藤
囲
声
ｙ
む
ヽ
再
フ
融
ぶ
③
＞
潔
淳
勢
球
＞
潔
厠
報
哺
闇

華
⑤
様
識
口
○
剤
澱
オ
薄
萬
´
鴻
測
ぶ
ｅ
爺
辞
＞
潔
爾
踊
藤
溺
声
ｙ
じ
ヽ
再

，
諄
芭
Θ
＞
訂
灘
始
囃
＞
訂
厠

獄
哺
鴻
筆
③
犠
辞
口
③
剤
辞
オ
髯
お

，
爺
訂
畿
醸
き
壌
併
⊂
ヽ
ヽ
営
軋
営
中
）Ｓ
ｏ
升
Ｎ
ヨ
鞘
軒
か
。

別
表
の
第
１
章
第
２
節
の
１
の
注
５
中

「舒
ｕ
Ａ
再
」
の
下
に

「）
χ
声
節
鼠
心
舗
ゆ
膏
引
∈
」
を
加
え
、
「］
・８
ｏ

オ
」
を

「【
営
軋
苦
埓
萬
辞
じ
が
光
時
」
に
改
め
、
同
１
の
注
５
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ぺ
　
瓢
―
沌
戸
磁
訂
厠
熊
哺
脳
弾
↓
も
討
磁
訂
４
始
蝋
泣
ω
い
堂
引
⑤
舗
ゆ
　
］
・３
ｏ
赤

口
　
瓢
―
通
〔
曲
訂
厠
報
唸
趙
Ｎ
Ｓ
じ
汁
曲
訂
４
勢
蝋
功
卜
麟
採
卜
Θ
舗
ゆ
　
∞
〕３
ｏ
オ

別
表
の
第
１
章
第
２
節
の
１
の
注
６
中

「爾
ｓ
」
の
下
に

「′
済
声
読
囁
ざ
筋
ゆ
声
引
Ｃ
」
を
加
え
、
「〕
・３
ｏ
赤
」

を

「ヽ

討
へ
討
埓
戸
辞
§
い
オ
薄
」
に
改
め
、
同
１
の
注
６
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ぺ
　
眠
熙
磁
一部
４
辮
囃
境
旺
道
囀
輩
膏
伊
ヴ
ヽ
＞
一静
高
弊
い
対
ラ
厠
難
熊
浄
尋
磯
丼
が
郵
ｅ
済
識
軒
部
耳
討

蝋
〔
舒
い
前
け
　
∝
・ｇ
Ｏ
赤

ロ
　
ペ
】
学
⑤
舗
Ｅ＞
　
］
）Ｓ
ｏ
オ

別
表
の
第
２
章
通
則
の
３
の
注
３
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

討
れ
∈
フ
隣
ヽ
膏
飾
辞
↓
が
き
報
僻
鵜
辞
∈
肘
舗
い
再
イ
鵜
識
∈
軒
τ
。

別
表
の
第
２
章
通
則
の
３
の
注
４
を
同
３
の
注
５
と
し
、
同
３
０
注
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

辞
ぶ
　
単
二
戸
輌
昨
】
§
＞
諷
功
糾
§
い
き
畔
膳
嶋
〔
磁
口＞
∈
【
τ
心
ひ
③
肘
∈
【
諄
斗
輌
辟
勘
瀬
〔
渤
尋
臣
討
謝

辞
磁
溺
厠
灘
藤
圏
声
静
了
ハ
ン
ぷ
離
斗
蔀
⑤
逮
始
囃
戸
８
ゆ
】
卜
ｅ
爾
鶏
酪
鴻
苗
訂
謙
球
漸
辞
Ｎ
鞘
む
計
舗

ゆ

（磁
訂
藩
辞
ロ
サ
じ
∞
沌
採
∃
③
逮
団
声
↓
む
討
舗
ゆ
戸
爾
か
し
可
′
厠
澪
欝
朔
滴
障
剪
蝋
選
爺
華
学
報

ヨ
暉
鴻
き
鵜
併
σ
【

Ｐ
回
高
溺
ｓ
Ｐ，選
ｏ
オ
Ｎ
剤
識
オ
薄

，い
首
鵜
群
心
。

別
表
の
第
２
章
通
則
の
４
の
口
中

「ヽ

堂
準
Θ
」
を

「ヽ

採
準
ｅ
厠
叡
膏
片
い
」
に
改
め
、
同
４
の
口
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ヽ
ノ　
巌
雛
○
離
球
学
鋒
抑
厠
踊
軒
避
弾
慕
菊
群
が
討
じ
萬
咬
剛
軒
談
廿
韓
弾
鞘
む
Ａ

，
い
素
難
兼
藤
誌
澱
厠
併
蝋

麟
雪
協
澪
副
∈
【
甫
ｕ
舗
ゆ
　
∞
８
オ

別
表
の
第
２
章
通
則
の
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

い
―
∞
　
厠
澪
酎
瀦
丼
針
再
群
回
瑶
詳

（
卜
回
声
Ｕ
山
）
　

∞
占
赤

辞

卜
　
珈
二
〔
輌
瞬
珠
導
＞
Ⅲ
競
辞
じ
ぶ
辞
畔
解
終
声
磁
い
ご
ヽ
ラ
心
び
ｅ
卜
ぐ
Ａ
苫
斗
輌
眸
迎
加
膏
渤
尋
臣
計
爺

耐
磁
訂
厠
藩
熊
選
〔
舒
づ
ヽ
イ
浜
苺
丼
軒
爵
ｅ
磁
訂
灘
労
蝋
膏
灘
⊂
【
ン
耕
国
灘
詳
苺
泄
辞
∈
計
筋
ゆ
戸
′

群
灘
冨
き
巨
サ
゛
耐
構
⊂
【
０
江
照
訟
〔
溺
Ｓ
フ
簡

Ｐ
回
斜
爾
灘
併
Ｃ
Ａ
構
辞
軒
い
ｏ
計
託
ご
フ
蔀
ヽ
】
用

辞
Ｎ
譜
じ
イ
ぷ
澪
醍
さ
団
サ
ｊ
耐
概
ご
Ａ
Φ
逝
Ｎ
磁
沖
【
濯
き
⊂
討
筋
ゆ
丙
再
ヤ
番
踊
目
さ
ロ
サ
゛
耐
構
⊂

ヽ
中
令
】
酵
声
爾
６
イ
潤
萬
画

解
画
サ
Ｕ
砕
遥
巨
丼
爾
灘
併
⊂
【
構
識
う
弾
い
。

蒔
囀
　
厠
爵
団
爛
麻
対
爵
務
國
踊
爵
卜
瓢
Ｉ
Ш
戸
鞘
も
き
ｅ
厠
鶏
酪
鵜
訴
華
学
襲
翌
灘
詳
再
′
翼
識
赤
群
一ｒｉ
け
難

討
心
び
⑤
卜
辞
い
。

別
表
の
第
２
章
通
則
の
１１
の
イ
中

「留
∞
赤
」
を

「隅
⇔
升
」
に
、
「ミ
◆
赤
」
を

「ヽ
Ｓ
対
」
に
、
Ｓ
ぎ
矛
」
を
Ｓ
窓
射
」

に
、
「い麒
升
」
を

「認
０
浙
」
に
改
め
る
。

別
表
の
第
２
章
通
則
の
■
の
ハ
中

「瑠
］
万
」
を

「路
Φ
赤
」
に
、
「点
ｏ
対
」
を

「点
の
猫
」
に
、
Ｓ
ぎ
浙
」
を
Ｓ
窓
力
」

に
、
「驚
伽
労
」
を

「枷
憲
赤
」
に
、
「］
∞
∞
升
」
を

「怒
∝
力
」
に
、
「艦
Φ
オ
」
を

「超
枷
オ
」
に
、
「協
∞
赤
」
を

「∞
島
対
」
に
、

冒
８
オ
」
を

「麒
∞
赤
」
に
改
め
る
。

別
表
の
第
２
章
通
則
の
１２
の
注
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

辞
∞
　
辞

μ
③
鏃
ゆ
声
舒
τ
【
′
】
用
対
群
Ｔ
難
華
滓
錢
同
鶏
章
筆
弾
講
粛
ｇ
討
齢
ゆ
膏
′
厠
踊
酪
瀦
群
博
葦
筆

＄
諦
療
き
親
併
∈
【
´
菌
訂
革
韓
蝋

μ
＞
戸
Ｕ
叫
沌
ｗ
回
膏
爾
６
イ
８
オ
ヽ
剤
耐
浙
群
膏
言
椴
群
い
。
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別表 別表

医療観察診療報酬点数表

第 1章 基本診療料

第 1節 入院料

入院対象者入院医学管理料 (1日 につき)

イ～ハ  (略 )

注 1～注3 (略 )

注4 回復期入院対象者入院医学管理料について、回復期入院対

象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して271日 以

上の期間にあつては、1日 につき所定点数から し

の か

管 生 o 日 歩 招 ウ ス 卸 闇 とrふして 1

医療観察診療報酬,煮数表

第 1章 基本診療料

第 1節 入院料

入院対象者入院医学管理料 (1日 につき)      t
イ～ハ  (略 )

注 1｀注3 (略)

注4 回復期入院対象者入院医学管理料について、回復期入院対

象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して271日 以

上の期間にあっては、 1日 につき所定点数から100点 を減算す

る。ただし、転院日から起算して90日 を経過していない場合

又は急性増悪等やむを得ない場合は、減算しない。

注 5～注 7

(新設)

(略 )

0 つ つマ■+   ヽ日 とr 学 百岸培旨占

数から220,点 を減算する。ただし、転院日から起算して90日 を

経過していない場合、急性増悪等やむを得ない場合又は難治

性精神疾患への高度な医療を新たに導入する場合は、減算し

ない。     ・

注 5～注7 (略 )

注8 法第43条第 4項の規定により指定入院医療機関の変更の通

知を受けた対象者に対して円滑に入院対象者入院医学管理を

行 うため、指定入院医療機関が当該対象者の転院に必要な調

迅  円  無 ぷ 峰

整を行った場合には、変更前の指定入院医療機関にあっては、



昇 絡 入障 封 褒 考 入障 医 些 符 モ霞料 管 ″ 日 訴 帝 占約 とr 亦の の の

更後
‐
の指定入院医療機関にあっては、最初の入院対象者入院

医学管理料 の算定 日の所 点数に、転院調整加算 としてそれ

ぞれ2,400,点 を加算する。

注 9～注11 (略 )

第 2節 通院料

1 通院対象者通院医学管理料 (1月 につき)

イ～二  (略 )

注 1～注4 (略 )

注 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 しているものと

して地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、通
・

院対象者に対 して通院医学管理を行つた場合にあっては、次

に掲げる場合に応じ、通院対象者社会復帰体制強化加算とし

て、所定J点数にそれぞれ次に定める点数を加算する。

イ 同一月に通院医学管理を行った通院対象者が 3名以下の

場合 2,000点

ロ 同一月 に通院 医学管理 を つた通院対象者が 4名 以上の

場合 3,000点

注6 法第42条第 1項第 2号又は第51条第 1項第 2号による決定

後に通院対象者に対して円滑に通院対象者通院医学管理を行

うため、当該通院対象者に係る法第38条 (第 53条において準

用する場合を含む。)に よる生活環境の調査又は法第101条 に

よる生活環境の調整を担当する保護観察所と調整の上、あら

かじめ当該決定前に、当該対象者が入院している法第34条第

1項の入院に係る医療機関 (以下「鑑定入院医療機関」とい

う。)又は指定入院医療機関から情報を収集し、通院対象者通

注 8～理    (略 )

第 2節 通院料

1 通院対象者通院医学管理料 (1月 につき)

イ～二  (略 )

注 1～注4 (略 )

注 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、通

院対象者に対しそ通院医学管理を行つた場合にあっては、通

院対象者社会復帰体制強化加算として、所定点数に2,000点 を

加算する。

注6 法第42条第 1項第 2号又は第51条第 1項第 2号による決定

後に通院対象者に対して円滑に通院対象者通院医学管理を行

うため、当該通院対象者に係る法第38条 (第 53条において準

用する場合を含む。)に よる生活環境の調査又は法第101条に

よる生活環境の調整を担当する保護観察所と調整の上、あら

かじめ当該決定前に、当該対象者が入院している法第34条第

1項の入院に係る医療機関 (以下「鑑定入院医療機関」とい

う。)又は指定入院医療機関から情報を収集し、通院対象者通



通則

1

3

院医学管理の開始に必要な調整を実施した場合、前期通院対

象者通院医学管理料の初回算定時に限り、次に掲げる場合に

応じ、所定J≪数に通院医学管理事前調整加算としてそれぞれ

次に定める点数を加算する。ただし、当該通院対象者が入院

していた鑑定入院医療機関又は指定入院医療機関が引き続き、

指定通院医療機関として通院対象者通院医学管理を行 う場合

はカロ算することができない。

イ 当該 桶 除 対 褒 考 パ 当加 寒 判 I ム
Ⅲ て 入障 と

「
}ス テト 匡 慮い ヤヽ

を受けさせる旨の決定を受けた者である場合 3,000点

里 イ以外の場合 2,400′点

注7 (略 )

2 (略 )

第 2章 医療観察精ネ申科専門療法

・2 (略 )

医療観察通院精神療法 (1回につき)

イ 。口 (略 )

注 1・ 注2 (略 )

注 3 20歳未満の対象者に対して医療観察通院精神療法を行つた

場合 (前期通院対象者通院医学管理料を算定した月に行つた場

合に限る。)は、所定点数に350点 を加算する。ただし、注 4に

規定する加算を算定した場合は、算定しない。

注 4 別 に厚生労働 大 臣 市 め る流 譜 墓 進 ↓キ高浴ド1´ て ぃ ム 1、 >が の

して地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において 2 0浅霊

未満の対象者に60分以上の医療観察通院精神療法を行つた場合

院医学管理の開始に必要な調整を実施した場合、前期通院対

象者通院医学管理料の初回算定時に限り、所定点数に通院医

学管理事前調整加算として2,400点 を加算する。ただし、当該

通院対象者が入院していた鑑定入院医療機関又は指定入院医

療機関が引き続き、指定通院医療機関として通院対象者通院

医学管理を行 う場合は加算することができない。

注 7 (略 )

2 (略 )

第 2章 医療観察精神科専門療法

1・ 2 (略 )

3 医療観察通院精神療法 (1回につき)

イ・口 (略 )

注 1・ 注2 (略)

注 3 20歳未満の対象者に姑して医療観察通院精神療法を行つた

場合 (前期通院対象者通院医学管理料を算定した月に行つた

場合に限る。)は、所定点数に350点を加算する。

(新設)

通則

(通 院決定 日から 3月 以内の期間に行つた場合に限る。)は、医



療観察児童思春期精神科専門管理加算として 1回に限り1,200点

を所定点数に加算する。

注 5 (略 )

4 医療観察認知療法・認知行動療法 (1日 につき)

イ  (略 )

ロ イ以外の医師による場合 420点

全 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を

行っている精神保健指定医と看護師が共同して行 う場合 350点

注 1・ 注 2 (略 )

5 (略 )

5-2 医療観察依存症集団療法 (1回につき) 340,煮

注 1 別 に厚生労働 大臣が庁める流設基進 に滴合 キタてい る 年、の >

して地方厚生局長に届け おいて、薬

物依存症の通院対象者に対して、集団療法を実施した場合に、

治療開始 日か ら起算 して 6 月以内に限 り、週 1回 を限度とし

て算定する。ただし、特に必要性を認め、治療開始日から記

算して 6月 を超えて実施 た場合には、治療開始 日から起範

して 2年以内に限り、更に週 1回かつ計24回 を限度として算

蛍 きる。

注2 医療観察依存症集団療法と同一日に行 う他の医療観察精神

科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

6～ 10 (略 )

H 医療観察精神科訪問看護 。指導料

イ 医療観察精神科訪問看護・指導料 (I)

(1)週 3日 目まで30分以上の場合 580点

12)週 3日 目まで30分未満の場合 445点

と生  (略 )

4 医療観察認知療法・認知行動療法 (1日 につき)

イ  (略 )

ロ イ以外の場合 420点

(新設)

注 1・ 注 2 (略 )

5 (略 )

(新設)

6～ 10 (略 )

ll 医療観察精神科訪問看護・指導料

イ 医療観察精神科訪問看護 9指導料 (I)

但)週 3日 目まで30分以上の場合 575点

修)週 3日 目まで30分未満の場合 440点



儒)週 4日 目以降30分以上の場合 680点

但)週 4日 日以降30分未満の場合 530点

口 (略 )

ハ 医療観察精神科訪問看護・指導料 (Ⅲ )

(1)同一日に 2人

① 週 3日 目まで30分以上の場合 580点

② 週 3日 目まで30分未満の場合 445点

③ 週4日 日以降30分以上の場合 680点

④ 週4日 目以降30分未満の場合 530点

(2)同一口に3人以上

① 週 3日 目まで30分以上の場合 293点

② 週 3日 目まで30分未満の場合 225点

③ 週4日 目以降30分以上の場合 343点

④ 週4口 日以降30分未満の場合 268J煮

注1～注13 (略 )

12 医療観察精神科訪問看護指示料 300点

注 1・ 注2 (略 )

生ュ 注 1の場合において、必要な衛生材料及び医療材料を提供

した場合に、医療観察衛生材料等提供加算として、通院対象

者 1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。

13・ 14 (略 )

第 3章  (略 )

第 4章  (略 )

13)週 4日 日以降30分以上の場合 675,煮

但)週 4日 日以降30分未満の場合 525点

口 (略 )

ハ 医療観察精神科訪問看護・指導料 (Ⅲ )

(1)同一日に2人

① 週3日 目まで30分以上の場合 575点

② 週 3日 目まで30分未満の場合 440点

③ 週4日 日以降30分以上の場合 675点

④ 週4日 日以降30分未満の場合 525点

121 同一日に3人以上

① 週3日 目まで30分以上の場合 288点

② 週 3日 目まで30分未満の場合 220点

③ 週4日 日以降30分以上の場合 338点

④ 週4日 日以降30分未満の場合 263点

注 1～注13 (略)

12 医療観察精神科訪問看護指示料 300点

注 1・ 注2 (略 )

(新設)

3 14 (略 )

第 3章  (略)

第4章  (略)



O心 神 喪 失 等 の 状態 で重 大 な他 害行 為 を行 つた者 の 医療 及 び観 察等 に関

す る法律 第 八 十 三条第 二 項 の 規 定 に よ る医療 に要 す る費 用 の額 の算 定

方法

(平 成十七年八 月二 日 )

(厚 生労働 省告 示第二百六十五号 )

心 神 喪 失 等 の状 態 で重 大 な他 害 行 為 を行 つた者 の 医療 及 び観 察等 に関

す る法律 (平 成十五 年法律 第百 十号 )第 八十三条第 二項 の規 定 に基 づ き、

心神 喪 失等 の状 態 で重 大 な他 害 行為 を行 つた者 の 医療 及 び観 察 等 に関す

る法律 第 八 十 三 条第 二項 の規 定 に よ る医療 に要 す る費用 の額 の算定 方法

を次 の よ うに定 め る。

心 神 喪 失 等 の 状 態 で 重 大 な他 害 行 為 を行 つた者 の 医療 及 び観 察 等

に関す る法律 第 八 十 三 条 第 二 項 の規 定 に よ る 医療 に要 す る費 用 の

額 の算定方法

―  心神 喪 失 等 の状 態 で重 大 な他 害 行 為 を行 つた者 の 医療 及 び観 察 等 に

関す る法律 (平 成 十五年法律 第百 十号 。以下「法 」 とい う。)第 二条第

二項 に規 定す る指 定 医療機 関 に係 る医療 に要す る費用 の額 は、別表 医療

観 察診療報酬 点数表 によ り算 定す るもの とす る。

三 指 定 医療機 関に係 る医療 に要す る費用の額 は、一 点の単価 を十 円 と し、

別 表 医療 観 察 診療 報酬 点数 表 に定 め る点数 を乗 じて算 定す る もの とす

る。

三  前 二号 の規 定 に よ り指 定 医療機 関が 国 に請 求 す べ き医療 に要す る費

用 の額 を算 定 した場合 にお いて、その額 に一 日未 満の端 数が あ るときは、

その端数金額 は切 り捨 てて計算す るもの とす る。

改正文  (平 成―八 年二 月三一 日厚 生労働 省告示第二五五号 )抄
平成十八 年 四月一 日か ら適 用す る。

改正文  (平 成―八 年九 月二 九 日厚 生労働 省告示第五七三号 )抄
平成十八 年十 月一 日か ら適用す る。

改正文  (平 成二 〇年三月三一 日厚 生労働 省告示第一人 六号 )抄
平成二十年 四 月一 日か ら適用す る。

改正文  (平 成二一 年二 月二一 日厚 生労働 省告示第二 四六号 )抄
平成二十一年 四 月一 日か ら適 用す る。

改正文  (平 成二二 年三 月二一 日厚 生労働 省告示第一三八号 )抄
平成二十二年 四月一 日か ら適 用す る。

改正文  (平 成二 四年二 月二 〇 日厚 生労働 省告示第二 四二号 )抄
平成二十 四年 四月一 日か ら適用す る。

改正文  (平 成二五年一 月― 八 日厚生労働 省告 示第六号 ) 抄



平成二十 五年四月一 日か ら適 用す る。

改 正文  (平 成 二六 年三 月一 四 日厚 生労働 省告示第七八号 ) 抄

精 神 保健 及 び精 神 障害者 福 祉 に関す る法律 の一部 を改 正す る法律 の施

行の 日 (平 成二十六年 四月一 日)か ら適用す る。

改正文  (平 成二六 年三 月三一 日厚 生労働 省告示第一五八号 )抄

平成二十六年四 月一 日か ら適 用す る。

改 正文  (平 成二八年 四月一 日厚 生労働 省告示第一九 四号 )抄

平成 二十八年 四月一 日か ら適 用す る。

別表  (平 17厚 労告 487日 平 18厚 労告 255日 平 18厚 労告 573日 平 20厚

労告 186B平 20厚 労告 421・ 平 21厚 労告 246B平 22厚 労告 138・

平 24厚労告 242・ 平 25厚労告 6口 平 26厚 労告 158・ 平 28厚 労告

194・ 一部改正 )

医療観 察診療報酬 点数表

第 1章  基本診療料

通則

1 法第 81条 第 2項 第 5号 によ る入院 及 び看護 の費用 は、第 1節 の各

区分 の所 定点数 に よ り算 定す る。この場合 において、特 に規 定す る場

合 を除 き、通常必要 とされ る療養環 境 の提供 、看護及 び医学 的管理 に

要 す る費用 は、第 1節 の各 区分 の所 定 点数 に含 まれ るもの とす る。

2 第 1節 に規 定す る期間の計算 は、特 に規 定す る場合 を除 き、法第 42

条第 1項 第 1号 又 は第 61条第 1項 第 1号 に よる決定の 日 (以 下 「入

院決 定 日」 とい う。 )か ら起 算 して計 算す る。

第 1節  入院料

入院 対象者 入院 医学 管理料 (1日 につ き )

イ 急性 期入院 対象者入院 医学 管理料  6,705点
口 回復 期入院対象者 入院 医学 管理 料  4,938点

ハ  社会 復帰期 入院 対象者 入院 医学 管理 料  5,842点

注 1 別 に厚生労働 大 臣が定 め る基 準 に適合 して いる もの と して、地

方厚 生局長 に届 け出た指 定入 院 医療機 関 において、各 区分の入院

中の対象者 (別 に厚 生労働 大 臣が 定め る基準 に適 合 して いる対象

者 に限 る。)に 対 して入院対象者 入院 医学 管理が行われ た場合 に、

当該基準 に係 る区分 に従 い、それ ぞれ所定点数 を算定す る。

注 2 注 1に 規 定 す る別 に厚 生 労 働 大 臣が定 め る基 準 を満 たす こ と

がで きな い病棟 につ いては、当分 の間 、その 旨を地方厚 生局長 に

層 け出た場 合 に限 り、 当該 病 棟 に入院 して いる対象者 につ いて 、

当該 基 準 に係 る区分 に従 い入 院 対 象 者 入院 医学 管 理 料 を算 定 で



きる。ただ し、 1日 につきそれぞれの所定点数か ら 38点 を減算

す る。

注 3 急性期入院対象者入院医学管理料 について、入院決定 日か ら起

算 して 91日 以上 1年 以内の期間にあつては、別に厚生労働大臣

が定める施設基準 を満た さない場合は、 1日 につき所定点数か ら

1,170点 を減算 し、入院決定 日か ら起算 して 1年 を超える期間に

あっては、1日 につ き所定点数か ら 1,760点 を減算す る。ただ し、

他の指定入院医療機関か ら転院 した 日 (以 下「転院 日」という。)

か ら起算 して 90日 を経過 していない場合は、減算 しない。

注 4 回復期入院対象者入院医学管理料 について、回復期入院対象者

入院医学管理料の算定を開始 した 日か ら起算 して 271日 以上の期

間にあつては、 1日 につき所定点数か ら 120点 を減算 し、回復期

入院対象者 入院 医学 管理料 の算定 を開始 した 日か ら起算 して 1

年 90日 を超 える期間にあつては、 1日 につき所定点数か ら 220

点を減算す る。ただ し、転院 日か ら起算 して 90日 を経過 してい

ない場合、急性増悪等やむを得ない場合又は難治性精神疾患への

高度な医療 を新たに導入す る場合 は、減算 しない。

注 5 社会復帰期入院対象者入院医学管理料について、社会復帰期入

院対象者入院医学管理料の算定を開始 した 日か ら起算 して 181日

以上 1年 以内の期間にあつては、 1日 につき所定点数か ら 310点

(法 第 49条 第 1項 に基 づ く退院の許可 の 申立 て を行 つてか ら

180日 を経過 していない場合 を除 く。)を 減算 し、社会復帰期入

院対象者 入院 医学 管理料 の算 定 を開始 した 日か ら起算 して 1年

を超え 1年 180日 以内の期間にあつては、 1日 につき所定点数か

ら 900点 (法 第 49条 第 1項 に基づ く退院の許可の申立てを行 つ

てか ら 180日 を経過 していない場合 は、310点 )を 減算 し、社会

復帰期入院 対象者入院医学 管理料の算定 を開始 した 日か ら起算

して 1年 180日 を超 える期間にあつては、 1日 につき所定点数か

ら 1,400点 (法 第 49条 第 1項 に基づ く退院の許可の申立てを行

ってか ら 180日 を経過 していない場合又は当該 申立てについて法

第 51条 第 1項 第 1号 の決定がな された場合は、900点 )を 減算す

る。ただ し、転院 日か ら起算 して 90日 を経過 していない場合は、

減算 しな い。

注 6 指定入院 医療機関が治療計画に基づ く医療 を提供 し、入院決定

日か ら起算 して 1年 以内に社会復帰期に移行 した場合、最初の社



会復帰期 入院対象者 医学管理料 の算定 日の所定点数 に社会復帰

期移行加算 と して 13,500点 を加算す る。

注 7 社会復帰期入院対象者入院医学管理料 について、指定入院医療

機関が、退院後の帰住先が遠隔地にある者 に対 し、社会復帰期入

院対象者 入院 医学 管理料 の算 定 を開始 した 日か ら起算 して 1年

を経過す るまでの期間に、退院促進 を目的 と した治療計画に基づ

く医療 を提供 した場合、180日 を限度 と して、遠隔地加算 と して

所定点数に 1,170点 を加算す る。この場合において、注 5の 規定

の適用については、同注 中「か ら 900点 」とあるのは「か ら 1,400

点」 と、「1,400点 」 とあるのは「 1,900点 」 とす る。

注 8 法第 43条 第 4項 の規定によ り指定入院医療機関の変更の通知

を受 けた対象者 に対 して円滑 に入院対象者 入院 医学 管理 を行 う

ため、指定入院医療機 関が 当該対象者の転院に必要な調整 を行 つ

た場合には、変更前 の指定入院医療機関にあつては、最後の入院

対象者入院医学管理料の算定 回の所定点数に、変更後の指定入院

医療機関にあつては、最初の入院対象者入院医学管理料の算定 日

の所定点数に、転院調整加算 と してそれぞれ 2,400点 を加算する。

注 9 診療 に係 る費用 (第 2章 の医療観察精神科電気建撃療法に係 る

費用及 び医療観察退院前訪 問指導料並 びに第 4章 特定治療料 の

うち、診療報酬の算定方法 (平 成 20年 厚生労働省告示第 59号 )

別表第一医科診療報酬点数表 (以 下「医科診療報酬点数表」とい

う。)第 2章 第 4部 画像診断、第 9部 処置及び第 10部 手術の う

ち、 1,000点 以上の ものに係 る費用 を除 く。)は 、所定点数 に含

まれ るもの とす る。

注 10 入院対象者入院医学管理 を行 うための病床数が 30床 に満たな

い場合にあつては、当該病床数に応 じ、次に掲 げる点数 を 1日 に

つ きそれ ぞれ の所定 点数 に加算す る。

イ 15床 の場 合  565点
口 16床 の場 合  469点
ハ  17床 の場 合  532点
二 18床 の場 合  672点
ホ  19床 の場合  493点
へ 20床 の場合  333点
卜 21床 の場合  374点
チ 22床 の場合  237点
り 23床 の場合  112点



ヌ 24床 の場 合  313点
ル  25床 の場 合  381点
フ 26床 の場 合  326点
ヮ 27床 の場 合  296点
力 28床 の場 合  189点
ヨ 29床 の場 合  91点

注 11 心神 喪 失 等 の状 態 で重大 な他害 行 為 を行 つた者 の 医療及 び観

察等 に関す る法律 に基 づ く指定 医療機 関等 に関す る省令 (平 成 17

年厚 生労働省令第 117号 。以下 『省令 」 とい う。 )附則第 2条 第

1項 に規 定す る特 定 医療施設 又 は特 定病 床 において、次 の各号 に

掲 げる者 に対 して入院対象者 入院 医学 管理 が行われ た場合 に、そ

れ ぞれ 当該各号 に定 め る管理料 に従 い、所定 点数 を算定す る。

イ 省令 附則 第二条第一項 に規 定す る者  急性期入院対象者 入院

医学 管理料

口 省令 附則 第二条第二項 に規 定す る者  社会復帰期入院対象者

入院 医学 管理料

第 2節  通院料

1 通院 対象者 通院 医学 管理料 (1月 につ き )

イ 前期 通院対象者通院 医学 管理料 (法 第 42条 第 1項 第 2号 又 は第

51条 第 1項 第 2号 に よる決定 の 日 (以 下 「通院決 定 日」 とい う。 )

か ら起算 して 6月 を経過す る 日の属 す る月までの期 間 )8,296点
口 中期 通院対象者 通院 医学 管理料 (イ で定め る月の翌 月か ら、通院

決 定 日か ら起 算 して 2年 を経 過 す る 日の属 す る 月 まで の 期 間 )

7,291点

ハ  後期通 院対象者通院 医学 管理料 (通 院決 定 日か ら起算 して 2年 を

経過す る 日の属 す る月の翌月以降の期 間 ) 6,285点
二 急性増 悪包括 管理料  39,000点

注 1 別 に厚 生労 働 大 臣が 定 め る施 設 基 準 に適 合 して いる もの と し

て地 方厚 生局 長 に届 け出た指 定通 院 医療 機 関 に お いて、法第 42

条第 1項 第 2号 又 は第 51条 第 1項 第 2号 に よる決定 を受 けた対

象者 (以 下 「通 院対象者」 とい う。 )に 対 して通院対象者通院 医

学 管理が行われ た場合 に、当該基準 に係 る区分 に従 い、 1月 に 1

回を限度 と して、それぞれ所定点数 を算定す る。

注 2 中期通 院対象者通院医学管理料 又 は後期通院対象者通院 医学

管理料 を算定 している通院対象者であつて、精神保健指定医の診

察に基づ き、急性増悪等によ り集中的な精神 医学管理 を行 う必要



が あると認めた場合にあつては、急性増悪包括管理料によ り 1月

を限度 と して算定す る。ただ し、急性増悪等の期間が 1月 に満た

ない場合には、 1日 につき 1,300点 で算定す る。

注 3 前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理

料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係 る費用 (第 2章

医療観察精神科専 門療法 に係 る費用並 びに第 4章 特定治療料 の

うち、医科診療報酬 点数表第 2章 第 1部 医学管理等 (区 分番号

B001の 2に 掲 げる特定薬剤治療管理料及び区分番号 B001の 6に

掲 げるてんかん指導料の費用 に限る。 )、 第 3部 検査 、第 4部 画

像診断、第 5部 投薬 (区 分番号 F400に 掲 げる処方せん料 を除 く。)、

第 6部 注射、第 7部 リハ ビリテー シ ヨン、第 9部 処置 (各 区分 に

掲 げる処置の うち、 100点 以上の ものに限る。 )、 第 10部 手術、

第 11部 麻酔 、第 12部 放射線治療及び第 13部 病理診断に係 る費

用 を除 く。)は 、通院対象者通院医学管理料に含まれ るもの とす

る。

注 4 急性増悪包括管理料の診療 に係 る全ての費用は、当該急性増悪

包括管理料 に含まれ るもの とする。

注 5 別 に厚生労働大 臣が定め る施設基準 に適合 して いるもの と し

て地方厚生局長に届 け出た指定通院医療機関において、通院対象

者 に対 して通院医学管理 を行 つた場合にあつては、次 に掲 げる場

合に応 じ、通院対象者社会復帰体制強化加算 として、所定点数に

それぞれ次に定める点数 を加算す る。

イ 同一月に通院医学管理 を行 つた通院対象者が 3名 以下の場合

2,000点

口 同一月に通院医学管理 を行 つた通院対象者が 4名 以上の場合

3,000点

注 6 法第 42条 第 1項 第 2号 又は第 51条 第 1項 第 2号 による決定後

に通院 対象者 に対 して円滑 に通院対象者通院 医学 管理 を行 うた

め、当該通院対象者 に係 る法第 38条 (第 53条 において準用す る

場合 を含む。)に よる生活環境の調査又は法第 101条 による生活

環境の調整 を担 当す る保護観察所 と調整の上、あ らか じめ当該決

定前 に、当該対象者が入院 している法第 34条 第 1項 の入院に係

る医療機 関 (以 下「鑑定入院医療機関」 とい う。)又 は指定入院

医療機関か ら情報 を収集 し、通院対象者通院医学管理の開始 に必

要な調整 を実施 した場合、前期通院対象者通院医学管理料の初回

算定時に限 り、次 に掲 げる場合に応 じ、所定点数 に通院医学管理



事前調整加算 と してそれぞれ次 に定める点数 を加算する。ただ し、

当該通院対象者が入院 して いた鑑 定入院 医療機 関又 は指定入院

医療機関が引き続 き、指定通院医療機関 と して通院対象者通院医

学管理 を行 う場合 は加算す る ことができない。

イ 当該通院対象者が当初審判 において入院によ らない医療 を受

けさせ る旨の決定を受 けた者 である場合  3,000点

ロ イ以外の場合 2,400点

注 7 心神喪 失等の状態 で重大 な他害行為 を行 つた者 の医療及 び観

察等に関す る法律施行令 (平 成 16年政令第 310号 。以下 「令」

とい う。)第 12条 の会議 (以 下 『ケア会議」 という。)に 通院

対象者通院医学管理 を行 う指定通院医療機関の職員が出席 し、法

第 91条 の規定に基づ き通院対象者の適切な処遇の実施に資す る

よ う、精神障害者の医療、保健 又は福祉に関す る機関 との連絡調

整のため、保護観察所 を含む関係機 関に対 して通院対象者の医療

等の情報提供 を行 つた場合、ケア会議の開催の都度、所定点数に

通院医学管理情報提供加算 と して 1,200点 を加算する。

2 医療観察情報提供料 250点
注 指定通院医療機関 (病 院及び診療所に限る。)が 、別の指定通院

医療機関 (病 院及び診療所 に限る。)に 対 して、通院対象者 の同意

を得て、当該通院対象者の診療 に必要 な情報 を提供 した場合に、通

院対象者 1人 につき月 1回 に限 り算定す る。ただ し、通院対象者通

院医学管理料 を算定 している場合にあつては、算定 しない。

第 2章  医療観察精神科専門療法

通 則

医療観察精神科専門療法 に当た つて対象者 に対 して薬剤 を使用 した

場合 は、各 区分によ り算定 した点数及び薬剤料の所定点数 を合算 した点

数によ り算定す る。

1 医療観察精神科電気魁攀療法 3,000点
注 1 マスク又は気管内挿 管に よ る閉鎖循環 式全身麻酔 を行 つた場

合に限 り、 1日 に 1回 を限度 と して算定す る。

注 2 医科診療報酬点数表第 2章第 11部 に規定す る麻酔 に要す る費

用 (薬 剤料及び特定保険医療材料料 を除 く。)は ～所定点数 に含

まれ るもの とす る。

2 医療観察退院前訪問指導料  380点
注 1 対象者の退院 に先立 って患家等 を訪問 し、当該対象者の家族等

に対 して、退院後の療養 に係 る調整又は療養上の指導 を行 つた場



合 に、当該 入院 中 3回 (入 院期 間が 6月 を超 え る と見込 まれ る患

者 に あ つて は、 当該入院 中 6回 )に 限 り算 定す る。

注 2 看護 師 、精神 保健福祉 士等が共 同 して訪 問指導 を行 つた場合は、

所定点数 に 320点 を加算す る。

注 3 注 1に 掲 げる指導 に要 した交通 費 は、患 家の負担 とす る。

注 4 対 象者 の外 泊 又 は外 出 中に退 院 先 を訪 問 し指 導 を行 つた場合

には、入 院対象者 入院 医学 管理料 に含 まれ るもの とす る。

3 医療観察通 院精神療法 (1回 につ き )

イ 法第 42条 第 1項 第 2号 又 は第 51条 第 1項 第 2号 に よる決 定 を受

けた後 初 め て指 定通 院 医療機 関 に お いて診療 を行 つた 日にお いて 、

地域 の精 神 科 救 急 医療 体 制 を確 保 す るた め に必 要 な協 力等 を行 つ

て い る精 神 保 健 指 定 医 等 が 医療 観 察 通 院 精 神 療 法 を行 つた場 合

600点

ロ イ以外 の場 合

(1)30分 以上 の場 合  400点

(2)30分 未 満 の場 合  330点
注 1 通院対象者 につ いて、前期通院対象者 通 院 医学管理料 を算定 し

た月に あ つては週 2回 を、その他 の場 合 に あつて は週 1回 をそれ

ぞれ限度 と して算定す る。

注 2 通院対象者の家族につ いて、対象者本人 とは別に専門的見地か

らカウンセ リング等 を行 つた場合は、注 1の 規定にかかわ らず週

1回 を限度 と して別に算定す ることができる。

なお、同一 日の別の時間帯に対象者 に対 しても医療観察通院精

神療法 を行 つた場合には、併せて算定す る ことができる。

注 3 20歳 未 満の対象者 に対 して医療観察通院精神療法 を行 つた場

合 (前 期通院対象者通院医学管理料 を算定 した月に行 つた場合に

限る。)は 、所定点数に 350点 を加算す る。ただ し、注 4に 規定

する加算 を算定 した場合は、算定 しない。

注 4 別 に厚 生労働 大 臣が定 め る施設基準 に適合 して いるもの と し

て地方厚生局長 に届 け出た指定通院医療機関において、20歳 未満

の対象者 に 60分 以上の医療観察通院精神療法 を行 つた場合 (通

院決定 日か ら 3月 以内の期間に行 つた場合 に限る。)は 、医療観

察児童思春期精神科専門管理加算 と して 1回 に限 り 1,200点 を所

定点数に加算す る。

注 5 口の(1)に ついては、抗精神病薬 を服用 している通院対象者につ

いて、客観 的な指標 による当該薬剤 の副作用の評価 を行 つた場合



は、医療観察特定薬剤副作用評価加算 と して、月 1回 に限 り所定

点数 に 25点 を加算す る。

4 医療観察認知療法 口認知行動療法 (1日 につき )

イ 地域 の精神科救急 医療体制 を確保す るために必要 な協 力等 を行

っている精神保健指定医による場合 500点
ロ イ以外の医師によるの場合 420点
ハ 地域 の精神科救 急 医療体制 を確保す るために必要 な協 力等 を行

っている精神保健指定医 と看護師が共同 して行 う場合 350点
注 1 別 に厚 生労働大 臣が定 める施設基準 に適合 して いるもの と し

て地方厚生局長 に届 け出た指定通院医療機関において、通院対象

者について、認知療法 B認 知行動療法 に習熱 した指定通院医療機

関の医師が、一連の治療に関す る計画 を作成 し、通院対象者 に説

明を行 つた上で、医療観察認知療法 日認知行動療法 を行 つた場合

に、一連の治療 につ いて 16回 に限 り算定す る。

注 2 診療に要 した時間が 30分 を超えた ときに限 り算定す る。

注 3 指定通院医療機関において、医療観察認知療法・認知行動療法

と同一 日に行 う他の医療観察精神科専門療法 は、所定点数に含ま

れ るもの とす る。ただ し、前期通院対象者通院医学管理料 を算定

した月に行われ る医療観察精神科訪問看護 日指導料 につ いてはこ

の限 りでない。

5 医療観察通院集 団精神療法 (1日 につき) 270点
注 1 通院対象者 について、前期通院対象者通院医学管理料 を算定 し

た月に行われ る場合 にあつては週 2回 を、その他の場合にあつて

は週 1回 をそれ ぞれ 限度 として算定す る。

注 2 医療観 察通院集 団精神療法 と同一 日に行 う他 の 医療観察精神

科専門療法 は、所定点数に含まれ るもの とす る。ただ し、前期通

院対象者通院 医学 管理料 を算定 した月に行われ る医療観察精神

科訪問看護 E指 導料 にあつてはこの限 りでない。

5-2 医療観察依存症集団療法 (1回 につき) 340点
注 1 別 に厚 生労働 大 臣が定め る施設基準 に適合 して いる もの と し

て地方厚生局長 に届 け出た指定通院医療機関において、薬物依存

症の通院対象者 に対 して、集団療法 を実施 した場合に、治療開始

日か ら起算 して 6月 以内に限 り、週 1回 を限度 と して算定す る。

ただ し、特 に必要性 を認め、治療開始 日か ら起算 して 6月 を超え

て実施 した場合 には、治療開始 日か ら起算 して 2年 以内に限 り、

更に週 1回 かつ計 24回 を限度 として算定できる。



注 2 医療 観 察依 存 症 集 団療 法 と同一 日に行 う他 の 医療観 察精 神 科

専 門療法 は、所定点数 に含 まれ るもの とす る。

6 医療 観 察精神科 作業療法 (1日 につ き)220点
注  別 に厚 生 労働 大 臣が 定 め る施 設 基 準 に適 合 して い るもの と して

地 方 厚 生 局 長 に届 け出 た指 定通 院 医療 機 関 に お いて行 われ る場 合

に算 定す る。

7 医療 観 察精神科 シ ョー ト ロケア (1日 につ き )

イ 小規 模 な もの 275点
口 大規 模 な もの 330点

注 1 イ につ いては、別 に厚 生労働 大 臣が定 め る施設基準 に適合 して

い る もの と して地 方 厚 生局 長 に属 け出 た指 定 通 院 医療 機 関 に お

いて行われ る場合 に算 定す る。

注 2 口につ いては、別 に厚 生労働 大 臣が定 め る施設基準 に適合 して

い る もの と して地 方 厚 生 局 長 に届 け出 た指 定通 院 医療 機 関 に お

いて 、疾 患等 に応 じた診療計画 を作 成 して行われ る場合 に算 定す

る。

注 3 指 定通院 医療機 関 において 、医療観察精神科 シ ョー トロケ ア と

同一 日に行 う他 の医療観 察精 神科専 門療 法 は、所定点数 に含 まれ

る もの とす る。ただ し、前期通 院対象者 通院 医学 管理料 を算 定 し

た月 に行われ る医療観察精神科訪 問看護 B指 導料 に あつて は この

限 りでな い。

注 4 前 期 通 院 対 象者 通 院 医学 管 理料 又 は 中期 通 院 対 象者 通 院 医学

管理料 を算 定 した月 に行われ る当該療法 につ いて は、医療観 察通

院前期 。中期加算 と して、所 定点数 に 20点 を加算す る。

注 5 医療観 察精神科 シ ョー ト・ケア を算定 した場 合 は、医療観察精

神 科 デイ ロケア 、医療観 察精 神科ナ イ トロケア及 び医療観察精 神

科 デ イ “ナ イ ト ロケア は算定 しな い。

3 医療 観 察精神科 デイ ロケ ア (1日 につ き )

イ 小規模 な もの 590点
口 大規模 な もの 700点
注 1 イについて は、別 に厚 生労働 大 臣が定め る施設基準 に適合 して

い る もの と して地 方 厚 生局 長 に届 け出 た指 定通 院 医療 機 関 に お

いて行われ る場合 に算定す る。

注 2 口につ いて は、別 に厚 生労働 大 臣が定 め る施設基準 に適合 して

い る もの と して地 方厚 生局 長 に届 け出 た指 定 通 院 医療 機 関 に お



いて、疾患等に応 じた診療計画 を作成 して行われ る場合 に算定す

る。

注 3 指定通院 医療機関において、医療観察精神科デイ ロケアと同一

日に行 う他の医療観察精神科専門療法は、所定点数に含まれ るも

の とす る。ただ し、前期通院対象者通院 医学管理料 を算定 した月

に行われ る医療観察精神科訪問看護 目指導料 にあつては この限 り

でない。

注 4 前期通 院対象者通院 医学管理料 又 は中期通院対象者通院 医学

管理料 を算定 した月に行われ る当該療法 については、医療観察通

院前期・ 中期加算 と して、所定点数に 50点 を加算す る。

注 5 医療観察精神科デイ ロケアを算定 した場合 は、医療観察精神科

シ ョー ト・ ケア、医療観察精神科ナイ ト・ケア及び医療観察精神

科デイ ロナイ トロケアは算定 しない。

9 医療観察精神科ナイ ト・ ケア (1日 につき) 540点
注 1 別 に厚 生労働 大 臣が定め る施設基準 に適合 して いるもの と し

て地方厚 生局長 に届 け出た指定通院 医療機 関 にお いて行われ る

場合に算定す る。

注 2 指定通院医療機関において、医療観察精神科ナイ ト Eケ ア と同

一 日に行 う他の医療観察精神科専門療法 は、所定点数に含まれ る

もの とす る。

注 3 前期通 院対象者通院 医学管理料 又 は中期通 院対象者 通院 医学

管理料 を算定 した月に行われ る当該療法 については、医療観察通

院前期 日中期加算 と して、所定点数に 50点 を加算す る。

注 4 医療観察精神科ナイ ト Hケ アを算定 した場合は、医療観察精神

科 シ ョー トとケア、医療観察精神科デイ Bケ ア及び医療観察精神

科デイ・ ナイ トロケアは算定 しない。

10 医療観察精神科デイ ロナイ トロケア (1日 につき) 1,000点
注 1 別 に厚 生労働大 臣が定 める施設基 準 に適合 して いる もの と し

て地方厚 生局長 に届 け出た指定通院 医療機 関 にお いて行われ る

場合に算定す る。

注 2 指定通院医療機関において、医療観察精神科デイ ロナイ トロケ

ア と同一 日に行 う他の医療観察精神科専門療法 は、所定点数 に含

まれ るもの とす る。

注 3 前期通院 対象者通院 医学管理料 又 は中期通 院対象者 通院 医学

管理料 を算定 した月に行われ る当該療法 については、医療観察通

院前期 H中 期加算 と して、所定点数に 50点 を加算す る。



注 4 当該療法 について、疾患等に応 じた診療計画 を作成 して行 つた

場合は、医療観察疾患別等診療計画加算 と して、所定点数 に 40

点を加算す る。

注 5 医療観察精神科デイ ロナイ トロケアを算定 した場合は、医療観

察精神科デイ・ケア及び医療観察精神科ナイ ト・ ケアは算定 しな

い 。

11 医療観察精神科訪問看護 目指導料

イ 医療観察精神科訪問看護 “指導料 (I)

(1)週 3日 目まで 30分 以上の場合 580点

(21 週 3日 目まで 30分未満の場合 445点

(3)週 4日 日以降 30分 以上の場合 680点

(4)週 4日 目以降 30分未満の場合 530点
口 医療観察精神科訪問看護 巨指導料 (Ⅱ )160点
ハ 医療観察精神科訪問看護 は指導料 (Ⅲ )

(1)同 一 日に 2人

①  週 3日 目まで 30分 以上の場合 580点

② 週 3日 目まで 30分 未満の場合 445点

③ 週 4日 日以降 30分 以上の場合 680点

④  週 4日 日以降 30分未満の場合 530点

(2)同 一 日に 3人 以上

①  週 3日 目まで 30分 以上の場合 293点

② 週 3日 目まで 30分 未満の場合 225点

③  週 4日 目以降 30分 以上の場合 343点

④ 週 4日 日以降 30分未満の場合 268点

注 1 医療観察精神科訪問看護 E指導料 (I)に ついては、通院対象者

(当 該通院対象者 と同一の建物 に居住す る他 の通院対象者 に対

して指定通院医療機関が同一 日に医療観察精神科訪問看護 B指 導

を行 う場合の当該通院 対象者 (以 下「同一建物居住者」とい う。)

を除 く。)又 はその家族等に対 して、指定通院医療機関 (令 第 1

条各号 に掲 げるもの を除 く。)の 保健師、看護師、作業療法士又

は精神保健福祉士 (以 下 『保健師等」 とい う。 )を 訪問 させ て、

看護又は療養上必要な指導 を行わせた場合に算定す る。

注 2 医療観察精神科訪問看護 目指導料 (Ⅱ )に ついては、通院対象者

であって、障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援す るた

めの法律 (平 成 17年 法律第 123号 )に 規定す る障害福祉サー ビ

ス を行 う施設及 び福祉 ホー ム に入所 して いる複 数 の もの に対 し



て、指定通院医療機関 (令 第 1条 各号 に掲 げるものを除 く。)の

保健師等 を訪問 させて、同時に看護又は療養上必要な指導 を行わ

せた場合 に算定す る。

注 3 医療観察精神科訪問看護 B指 導料 (Ⅲ )に ついては、通院対象者

(同 一建物居住者 に限 り、注 2に 規定す る通院対象者 を除 く。 )

又はその家族等 に対 して、指定通院医療機関 (令 第 1条 各号 に掲

げるもの を除 く。)の 保健師等 を訪問させて、看護又は療養上必

要な指導 を行わせた場合 に算定す る。

注 4 注 1及 び注 3に 規定す る場合 (い ずれ も 30分未満の場合 を除

く。)で あつて、複数の保健師等、准看護師又は看護補助者 を訪

問 させ て、看護又は療養上必要な指導 を行わせた場合は、次 に掲

げる区分 に従 い、いずれか を所定点数に加算す る。ただ し、ハの

場合にあつては週 1回 を限度 とする。

イ 所定点数 を算定する医療観察精神科訪問看護 4指 導 を行 う保健

師等が他の保健 師等 と同時に医療観察精神科訪問看護・指導 を行

う場合  450点
口 所定点 数 を算定す る医療観察精神科訪問看護 口指導 を行 う保健

師等が准看護師 と同時に医療観察精神科訪問看護 B指 導 を行 う場

合 380点
ハ 所定点数 を算定する医療観察精神科訪問看護 H指 導 を行 う保健

師等が看護補助者 と同時に医療観察精神科訪問看護 目指導 を行 う

場合 300点
注 5 注 2に 規定す る場合であつて、看護 目指導時間が 3時 間を超え

た場合は、 3時 間を超えた時間について、 5時 間を限度 と して 1

時間又はその端数 を増す ごとに所定点数 に 40点 を加算す る。

注 6 注 1及 び注 3に 規定す る場合であつて、急性増悪等によ り長時

間の訪問を要す る者 に対 し、指定通院医療機関 (令 第 1条 各号に

掲 げるもの を除 く。)の 保健師等が、長時間にわたる医療観察訪

間看護 日指導 を実施 した場合には、医療観察長時間精神科訪問看

護 目指導加算 と して週 1回 に限 り、所定点数に 520点 を加算する。

注 7 医療観察精神科訪問看護 目指導料については、前期通院対象者

通院医学管理料 を算定 した月にあつては週 5回 、それ以外の場合

にあつては週 3回 を限度 と して、患者 1人 につきそれぞれ所定点

数 を算定す る。ただ しⅢ注 1及 び注 3に 規定す る場合で あつて、

当該通院対象者が服薬中断等によ り急性増悪 し、医師が必要 と認



め指示 した場合 には、当該急性増悪 した 日か ら 7日 以内の期間に

ついて、 1日 につ き 1回 に限 り算定す ることができる。

注 8 注 7た だ し書の通院対象者 について、さらに継続 した医療観察

精神科訪問看護 日指導が必要 と医師が判断 した場合には、急性増

悪 した 日か ら 1月 以内の医師が指示 した連続 した 7日 間 (注 7た

だ し書 に規定す る期間 を除 く。)に ついては、 1日 につき 1回 に

限 り算定す ることができる。

注 9 注 1及 び注 3に 規定す る場合であつて、夜問 (午 後 6時 か ら午

後 10時 までの時間 をい う。以下同 じ。)又 は早朝 (午 前 6時 か

ら午前 8時 までの時間 をい う。以下同 じ。)に 医療観察精神科訪

問看護 白指導 を行 つた場合は、医療観察夜間 日早朝訪問看護加算

と して所定点数 に 210点 を加算 し、深夜 (午 後 10時 か ら午前 6

時までの時間 をい う。以下同 じ。)に 医療観察精神科訪問看護・

指導 を行 つた場合 は、医療観察深夜訪問看護加算 と して所定点数

に 420点 を加算す る。

注 10 注 1及 び注 3に 規定す る場合であつて、通院対象者又はその家

族等の求めを受 けた指定通院 医療機関 (診 療所又 は在宅療養支援

病院に限 る。)の 医師の指示によ り、指定通院医療機関 (令 第 1

条各号 に掲 げるもの を除 く。)の 保健師等が緊急 に医療観察精神

科訪問看護 “指導 を実施 した場合には、医療観察精神科緊急訪問

看護加算 と して、 1日 につき所定点数に 265点 を加算す る。

注 11 医療観察精神科訪問看護 目指導に要 した交通費は、患家の負担

とす る。

注 12 指定通院医療機関 (令 第 1条 各号 に掲 げるもの を除 く。)に お

いて、医療観察精神科訪問看護 目指導 と同一 日に行 う他の医療観

察精神科専門療法 は、所定点数に含 まれ るもの とす る。ただ し、

前期通院対象者通院 医学管理料 を算定 した 月に行われ る医療観

察精神科 シ ョー ト Jケ ア、医療観察精神科デイ・ ケア、医療観察

通院集団精神療法又は医療観察認知療法 日認知行動療法 にあつて

は この限 りではない。

注 13 指定通院医療機関 (令 第 1条 各号 に掲 げるもの を除 く。)に よ

る医療観察精神科訪問看護 日指導 と令第 1条 各号 に掲 げる指定通

院医療機関 (以 下「訪問看護事業型指定通院医療機 関」という。)

による医療観察訪問看護が同一月に混在 して行われ る場合は、同

一
・
日に双方が実施す る ことのないよ う十分 に調整す ること。また、

医療観察精神科訪間看護 日指導料 と医療観察訪問看護基本料の算



定回数の合計は、注 7た だ し害及び注 8の 場合 を除き、前期通院

対象者通院医学管理料を算定 した月にあっては週 5回 を、それ以

外の場合 にあつては週 3回 をそれ ぞれ限度 とする こと。

12 医療観察精神科訪問看護指示料  300点
注 1 通院対象者 に対す る診療 を担 う指定通院医療機関の医師が、診

療 に基 づ き訪 問看護事 業型指 定通院 医療機 関か らの訪問看護の

必要 を認め、通院対象者又はその家族等の同意 を得て訪問看護事

業型指定通院医療機関に対 して、医療観察精神科訪問看護指示書

を交付 した場合 に、通院対象者 1人 につき月 1回 に限 り算定する。

注 2 当該通院対象者が服薬 中断等 に よ り急性増悪 した場合で あつ

て、当該通院対象者 に対す る診療 を担 う指定通院医療機関の医師

が、一時的に頻回の指定訪問看護 を行 う必要 を認め、通院対象者

又 はその家族等の 同意 を得 て訪 問看護事 業型指定通院 医療機 関

に対 して、その旨を記載 した医療観察精神科訪問看護指示害 を交

付 した場合 は、医療観察精神科特別訪問看護指示加算 と して、通

院対象者 1人 につき月 1回 に限 り、所定点数に 100点 を加算す る。

注 3 注 1の 場合において、必要な衛生材料及び医療材料 を提供 した

場合に、医療観察衛生材料等提供加算 と して、通院対象者 1人 に

つき月 1回 に限 り、80点 を所定点数に加算す る。

13 医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料

イ 医療観察持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料 250点
口 医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点

注 1 イについては、持続性抗精神病注射薬剤 を投与 している統合失

調症 の通院対象者 に対 して、計画的な医学管理 を継続 して行 い、

かつ、療養上必要な指導 を行 つた場合に、月 1回 に限 り、当該薬

剤 を投与 した ときに算定す る。

注 2 口については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 して

いるもの と して地方厚生局長 に届 け出た指定通院 医療機 関 にお

いて、治療抵抗性統合失調症治療薬 を投与 している治療抵抗性統

合失調症の通院対象者 に対 して、計画的な医学管理 を継続 して行

い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について通院対象者 に説

明 し、療養上必要な指導 を行 つた場合に、月 1回 に限 り、当該薬

剤 を投与 した ときに算定す る。

14 薬剤料



薬価が 15円 を超 える場合は、薬価か ら 15円 を控除 した額 を 10円

で除 して得 た点数 につ き 1点 未満の端数 を切 り上 げて得た点数 に 1

点を加算 して得た点数 とす る。

注 1 薬価が 15円 以下である場合は、算定 しない。

注 2 使用薬剤 の薬価 は、使用薬剤の薬価 (薬 価基準)(平 成 20年

厚生労働省告示第 60号 )に よるもの とす る。

第 3章  医療観察訪問看護

通 則

訪 問看護事 業型指 定通院 医療機 関が 、医療観 察訪 問看護 を行 つた場合 、

その費用 は、 1に よ り算定 され る点数 に 2及 び 3に よ り算定 され る点数

を加 えた点数 とす る。

1 医療観 察訪 問看護基本料

イ 医療観 察訪 問看 護基本料 (I)

(1)週 3日 目まで 30分 以上 の場合  555点
(2)週 3日 目まで 30分 未満 の場合  425点

(3)週 4日 日以降 30分 以上 の場合  655点

(1,l 週 4日 日以降 30分未満 の場合  510点
口 医療観 察訪 問看護基本料 (Ⅱ )160点
ハ  医療 観察 訪 問看護基本料 (Ⅲ )

(1)同 一 日に 2人

① 週 3日 目まで 30分 以上の場合 555点

② 週 3日 目まで 30分未満の場合 425点

③ 週 4日 日以降 30分以上の場合 655点

④ 週 4日 日以降 30分未満の場合 510点

(2)同 一 日に 3人 以上

① 週 3日 目まで 30分 以上の場合 278点

② 週 3日 目まで 30分未満の場合 213点

③ 週 4日 日以降 30分以上の場合 328点

④ 週 4日 日以降 30分未満の場合 255点

注 1 医療観察訪問看護基本料 (I)に ついては、通院対象者 (同 一建

物居住者を除 く。)又 はその家族等に対 して、法第 104条 の処遇

に関する実施計画や当該通院対象者にかかる通院対象者通院医

学管理を行 つている指定通院医療機関の主治医 (以 下「主治医」

という。)の 指示に基づき訪問看護事業型指定通院医療機関の保

健師、看護師又は作業療法士 (以 下「看護師等」という。)が 、

訪問 して看護又は療養上必要な指導を行 つた場合に算定する。



注 2 医療観察訪 問看護基本 料 (Ⅱ )に つ いては、通院対象者 で あ つて 、

障 害者 の 日常 生 活 及 び社 会 生 活 を総 合 的 に支援 す るた め の法律

に規 定 す る障 害 福 祉 サ ー ビス を行 う施 設 及 び福 祉 ホー ム に入 所

して いる複 数の もの に対 して 、法第 104条 の処遇 に関す る実施計

画 や主 治 医 の指 示 に基 づ き訪 問看 護 事 業型 指 定 通 院 医療 機 関の

看護師等が 、訪 問 して 同時 に看護 又 は療養 上必要 な指導 を行 つた

場合 に算 定す る。

注 3 医療観察訪 問看護基本 料 (Ⅲ )に つ いては、通院対象者 (同 一建

物居住者 に限 り、注 2に 規 定す る通院対象者 を除 く。)又 はその

家族等 に対 して 、法第 104条 の処遇 に関す る実施 計画 や主治 医の

指 示 に基 づ き訪 問看護事 業型指 定通院 医療機 関の看護師等 が 、訪

問 して看護 又 は療養 上必要 な指導 を行 つた場合 に算定す る。

注 4 注 1及 び注 3に 規 定す る場合 (い ずれ も 30分 未 満の場 合 を除

く。)で あつて、看護 師等が 当該訪 問看護事 業型指定通 院 医療機

関の他 の看護 師等 、准看護 師 、看護補 助者 又 は精 神保健 福祉 士 と

同時に訪 問 して 、看 護 又 は療養 上必要 な指導 を行 つた場 合 は、複

数 名訪問看護加 算 と して、次 に掲 げる区分 に応 じ、それ ぞれ に次

に掲 げる点数 を所定 点数 に加 算す る。ただ し、ハ の場合 に あ つて

は、週 1回 を限度 と して加算す る。

イ 看護師等が他 の看護 師等 と同時に医療観察訪 問看護 を行 つた

場合 430点
口 看護師等 が准看護 師 と同時 に医療観察訪 間看護 を行 つた場合

380点

ハ 看護師等が看護補 助者 又 は精 神保健福祉 士 と同時 に医療観察

訪 問看護 を行 つた場 合  300点
注 5 注 1及 び注 3に つ いて は、主治 医か ら医療観察精神科 特別訪 問

看護指示書 の交付 を受 け、当該 医療観察精神科特別訪 問看護指 示

書 及 び法第 104条 の処遇 に関す る実施計画 に基 づ き、訪 間看 護事

業型 指 定通 院 医療 機 関 の看 護 師 等 が 医療 観 察訪 問看 護 を行 つた

場合 には、 1月 に 1回 に限 り、当該指示が あ つた 日か ら起算 して

14日 を限度 と して算 定す る。

注 6 注 2に 規 定す る場 合 で あ つて 、医療観察訪 問看護 の時間が 3時

間 を超 えた場合 は、 3時 間 を超 えた時間 につ いて、 5時 間 を限度

と して、 1時 間又 はその端数 を増す ごとに所定点数 に 40点 を加

算す る。



注 7 医療観察訪問看護基本料については、注 5の 場合 を除 き、前期

通院対象者通院 医学 管理料 を算定 して いる当該 月にあ つて は週

5回 を、それ以外の場合にあつては週 3回 をそれぞれ限度 と して

算定す る。

注 8 別 に厚生労働大 臣が定 め る地域 に所在 す る訪 問看護事 業型指

定通院医療機関の看護師等が、最 も合理的な経路及び方法による

当該訪 問看護事業型指定通院 医療機 関の所在地か ら患家までの

移動 にかか る時間が 1時 間以上 で ある者 に対 して医療観察訪問

看護 を行 つた場合には、医療観察特別地域訪問看護加算 と して、

所定点数の 100分 の 50に 相 当す る点数 を加算す る。

注 9 注 1及 び注 3に 規定す る場合であつて、通院対象者又はその家

族等の求めに応 じて、その主治医 (診 療所又は在宅療養支援病院

の医師に限る。)の 指示に基づき、訪間看護事業型指定通院医療

機 関の看護師等が緊急に医療観察訪 問看護 を実施 した場合 には、

医療観察精神科緊急訪問看護加算 と して、 1日 につき所定点数に

265点 を加算す る。

注 10 注 1及 び注 3に 規定す る場合であつて、医療観察精神科特別訪

問看護指示書に基づき、訪問看護事業型指定通院医療機関の看護

師等が、長時間にわたる医療観察訪問看護 を行 つた場合 には、医

療観察長時間訪問看護加算 と して、週 1日 を限度 と して、所定点

数に 520点 を加算す る。

注 11 注 1及 び注 3に 規定す る場合であつて、夜間又は早朝 に医療観

察訪問看護 を行 つた場合 は、医療観察夜間 B早朝訪問看護加算 と

して所定点数に 210点 を加算 し、深夜 に医療観察訪問看護 を行 つ

た場合は、医療観察深夜訪問看護加算 と して所定点数に 420点 を

加算す る。

注 12 医療観察訪間看護 に要 した交通費 は、患家の負担 とす る。

注 13 訪 問看護事業型指定通院医療機 関による医療観察訪 問看護 と

指定通院医療機関 (令 第 1条 各号 に.掲 げるものを除 く。)に よる

医療観察精神科訪問看護 目指導が同一月に混在 して行われ る場合

は、同一 日に双方が実施す ることのないよ う十分 に調整する こと。

また、医療観察訪問看護基本料 と医療観察精神科訪問看護 口指導

料の算定回数の合計が、注 5の 場合 を除き、前期通院対象者通院

医学管理料 を算定 した月にあつては週 5回 を、それ以外の場合に

あっては週 3回 をそれぞれ限度 とす ること。

2 医療観察訪問看護管理料



イ 月の初 日の訪間の場合 740点
口 月の 2日 日以降の訪間の場合 (1日 につき) 298点
注 1 医療観 察訪 問看 護 を行 うにつ き安全 な提供体制が整 備 されて

いる訪問看護事業型指定通院医療機関が、通院対象者 に係 る訪問

看護計画書及び訪問看護報告書 を法第 106条 による精神保健観察

を担 当 して いる保 護観 察所及 び通院対象者通院 医学管理 を実施

している指定通院 医療機関に対 して提出す るとともに、当該通院

対象者 に係 る訪 問看護 の実施 に関す る計画 的な管理 を継続 して

行 つた場合 に、訪 間の都度、所定点数 を算定す る。

注 2 別 に厚 生労働 大 臣が定 める基準 に適合 して いる もの と して地

方厚生局長に届 け出た訪問看護事業型指定通院医療機関が、通院

対象者又はその家族等 に対 して当該基準 に規定す る 24時 間の対

応体制又は連絡体制 にある場合 (医 療観察訪間看護 を受けようと

す る者の同意 を得た場合 に限 る。)に は、当該基準 に係 る区分に

従 い、月 1回 を限度 と して、次に掲 げる点数のいずれか を所定点

数に加算す る。ただ し、当該月において、当該通院対象者につい

て他 の訪 問看護事 業型指定通院 医療機 関が次 に掲 げる加算 を算

定 している場合 は、算定 しない。

イ 医療観察 24時 間対応体制加算 540点
口 医療観察 24時 間連絡体制加算 250点

3 医療観察訪問看護情報提供料 200点

注 ケア会議 に訪問看護事業型指定通院医療機関の職員が出席 し、法

第 91条 の規定に基 づき通院対象者の適切な処遇のため精神障害者

の医療 、保健又は福祉 に関す る機関 との連絡調整 を行 うため、保護

観察所 を含 む関係機 関 に対 して通院対象者 に係 る看護又 は療養上

必要な指導 についての情報提供等 を行 つた場合、ケア会議の開催の

都度、算定す る。

第 4章  特定治療料

医科診療報酬点数表第 1章及び第 2章 、診療報酬の算定方法別表第二

歯科診療報酬点数表 (以 下「歯科診療報酬点数表」 という。)並 びに別

表第二調剤報酬 点数表 (以 下 『調剤報酬点数表」 とい う。)に おいて、

健康保険法 (大 正 11年 法律第 70号 )第 63条 第 3項 に規定す る保険医

療機関又は保険薬局が行 つた場合に点数が算定 され る行為 (第 1章基本

診療料及び第 2章 医療観察精神科専門療法に掲 げる診療 を除 く。)を 行

つた場合 に、当該行為に係 る医科診療報酬点数表第 1章 及び第 2章 、歯

科診療報酬点数表並びに調剤報酬点数表 に定める点数
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